
島根県地域医療支援会議 医師専門研修部会運営要綱 新旧対照表

改 正 後 改 正 前

島根県地域医療支援会議 医師 研修部会運営要綱 島根県地域医療支援会議 医師専門研修部会運営要綱

（目的） （目的）

第１条 島根県地域医療支援会議（以下「協議会」という。）設置要綱第７条第１項 第１条 島根県地域医療支援会議（以下「協議会」という。）設置要綱第７条第１項

第２号に定める医師 研修部会（以下「部会」という。）の運営に関し、必要な 第２号に定める医師専門研修部会（以下「部会」という。）の運営に関し、必要な

事項を定めるものとする。 事項を定めるものとする。

（所掌事務 ） （部会の事業）

第２条 部会は、臨床研修及び専門研修に関し、医師法（昭和23年法律第201号）第16 第２条 部会は、 専門研修に関し、医師法

条の２、第16条の３及び第16条の10の規定に基づき、次に掲げる事項について協議 第16条の10の規定に基づき、次に掲げる事項について事業

する。 を実施する。

 臨床研修病院の指定及び指定の取消しに関すること 〔新設〕

 臨床研修病院の研修医の定員に関すること 〔新設〕

 地域医療確保の観点による県内研修施設の専門研修プログラムの検証及び調整に  県内の研修施設に関する専門研修プログラム内容の把握

関すること

（削除）  地域医療確保の観点から、適切な専門研修プログラムとなっているのかの検証、

調整

 その他必要と認められる事項  その他必要と認められる事業

第３条～第８条 〔略〕 第３条～第８条 〔略〕

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕
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